
 

 

令和４年度児童虐待死亡事例等検証部会の開催状況について 

 

 

１ 所掌事項 

児童虐待死亡事例等検証部会は、児童虐待を受けた児童がその心身に著し

く重大な被害を受けた事例を分析するとともに、その事例の分析に基づき児

童虐待の予防、早期発見等の調査研究及び検証を行う。 

 

２ 開催状況（令和４年度） 

 （１）開催回数 １回 

 （２）開催内容 

令和４年度に、港区内の多子世帯の家庭の児童が死亡しました。 

本事案の原因が虐待等ではないことから、港区検証実施基準に基づき

本部会の検証対象に該当しないと判断しました。 

一方で、本事例を関係機関で振り返ることで教訓を得て、今後の多子

世帯の養育支援のあり方について役立てていくため、事案検証を行うこ

ととしました。 

 （３）進捗状況 

    令和５年度中に報告書を作成する予定です。 
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